
「 働き方改革推進パッケージ2.0 」 令和８年４月 福島市教育委員会 給特法一部改正に係る「福島市公立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」

目的：「質の高い学び」と「持続可能な学校」を同時に実現すること

２ 目 標

（１） １箇月時間外在校等時間 「４５時間以下の割合１００％」 を目指す。
【R7_75.3%】  ▷▷▷ 【Ｒ11_95～１０0%】

（２） １年間におけるの1箇月時間外在校等時間の平均時間 「３０時間程度」 を目指す。
【R7_35.2h】  ▷▷▷ 【Ｒ11_30h程度】

（３） 年間の年次有給休暇 「取得日数１０日以上の教育職員90%」 を目指す。
【 R7_76.7％】  ▷▷▷ 【Ｒ11_90％程度】

（４） ストレスチェックにおける 高ストレス者の割合を１５％ まで減少させる。
 【R7_%19.6%】 ▷▷▷ 【Ｒ11_1５%程度】

（５） 教育職員の「働きがい」の意識調査において 肯定的回答９０%以上 を目指す。
【R７_87%】 ▷▷▷ 【Ｒ11_９０%以上】

３ 計画の期間

～令和８年度から令和１１年度の４ヶ年計画とする～

① 各学校は「２目標」を自校化し、学校経営運営ビジョン等に明記する。

② ＰＤＣＡサイクルにより単年度、複数年計画で改善、推進を図る。

③ 学校評価や学校運営協議会、学校評議員会を機会に客観的な評価に
より、年度ごとの反省、改善を図ることで保護者や地域の理解を深める。

④ 実施状況をＨＰ公表、総合教育会議等への報告で取組の透明性を確保。

① 校務支援ソフトを活用した正確な時間外在校等時間の把握（打刻と修正）

② 福島市教育委員会主催の働き方改革推進パッケージオンライン研修を年
間２回実施（実践例共有、グループワーク、働き方改革定期調査の活用等）

③ 国や県との連携による県内、全国自治体との情報共有、民間コンサルタン
ト会社との協働による、各校への支援や本市への助言をもとにした取組

１ 計画の趣旨・現状 ２ 目 標

４ 計画の期間 ５ 関連する取組・今後のフォローアップ

３ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容 （未来に向けた 「１０のチャレンジ Ver.3」 ）

働きがいもてない

28%

59%

10%

3%

仕事の

やりがい

働きがい
ある

どちらかといえば
働きがいある

＜ダイジェスト版＞

(１) 全市でリスタート！さらに加速を！
（各校の働き方改革の見える化、オンライン研修会に

よる好事例校・モデル校の成果共有、校長人事評価時
の適切な助言）

(２) 各学校でボトムアップ・ミドルアップ！
 （全教育職員で業務改善案を合意形成するグループ
ワークの日常化、学校評価への項目化、目標管理への
項目化）

(３) 学年チーム担任制の施行
（小学校でも学年ブロックや教科担任制を活用した

チーム担任制にチャレンジ）

(４) 時差出勤制度の活用
（遅出早出ができる教職員間の共助体制構築）

(１０) 教育課程の不断の見直しと創造
（標準時数・余剰０、週時間割の授業数28時間以内に、行

事の精選・子どもを主体とした活動の創造）

※  特に３分類の項目においては、各学校の実態に応じて
積極的な見直しと取組を推進

(５) 勤務間インターバル１１時間以上の遵守
 (特に教頭職、開錠施錠を教頭先生一人から分担制へ、実
現するための勤務計画・協力体制の構築）

(６) クラウドを活用した校務DX化の推進
（事務分掌等の共同作業・編集による効率化、持ち帰り０、

端末更新によるロケーションフリー、学校開放事業DX化）

(７) 部活動指導の負担軽減
（部活動指導員・休日部活動地域展開への参加生徒数増、

大学生による部活動支援等）

(８) 企業や地域等との連携
（民間プール施設等を活用した水泳授業拡充、スク・サポ等

の企業や地域人材の積極活用、学校施設包括管理）

(９) 日課表の工夫、評価の充実
（子どもや保護者・教職員の声を基にした日課表、評価2

期制・教育相談の充実等）

どちらかといえば
働きがいもてない

令和７年度の時間外在校等時間（45h以上）の教育職員数



「 働き方改革推進パッケージ2.0 」令和８年４月 福島市教育委員会 給特法一部改正に係る「福島市公立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」

目的：「質の高い学び」と「持続可能な学校」を同時に実現すること

１ 計画の趣旨・現状
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① １箇月時間外在校等時間45時間
以上の教育職員数はこれまでの取
組により減少傾向にある。

② １箇月時間外在校等時間の平均時
間は令和6年度から７年度にかけて
減少傾向にある。

③ 本市公立学校の８割以上の教育
職員が働きがいを感じている。

今後一層の加速推進を目指す

＜これまでの取組と成果＞

福島市働き方改革定期調査より
（令和７年11月実施、非常勤講師を除く全教育職員）

② １年間における１箇月時間外在校等時間の平均時間
時間外在校等時間の月例報告より（毎月実施、非常勤講師を除く全教育職員）

（点線は近似直線）

（時間）

（人）

① １箇月時間外在校等時間が45時間以上の教育職員数

時間外在校等時間の月例報告より（毎月実施、非常勤講師を除く全教育職員）

（点線は近似直線）



「 働き方改革推進パッケージ2.0 」 令和８年４月 福島市教育委員会

（１） １箇月時間外在校等時間 「４５時間以下の割合
     １００％」を目指す。

【R7_75.3%】  ▷ 【R8_80%】 ▷ 【R9_85%】 ▷ 【R10_90%】 ▷ 【Ｒ11_95～１０0%】

（２） １年間における１箇月時間外在校等時間の平均
時間 「３０時間程度」 を目指す。

【R7_33.5h】  ▷ 【R8_33】 ▷ 【R9_32h】 ▷ 【R10_31h】 ▷ 【Ｒ11_30h程度】

（３） 年間の年次有給休暇 「取得日数１０日以上の教
    育職員90%」を目指す。

【R7_76.7%】  ▷ 【R8_80%】 ▷ 【R9_85%】 ▷ 【R10_90%】 ▷▷ 【Ｒ11_90%程度】

（４） ストレスチェックにおける高ストレス者の割合
    を１５％程度まで減少させる。

【R7_19.6%】 ▷ 【R8_18%】 ▷ 【R9_17%】 ▷ 【R10_16%】 ▷ 【Ｒ11_15%程度】

（５） 教育職員の「働きがい」の意識調査において
肯定的回答９０%以上を目指す。

【R７_87%】 ▷ 【R8_88%】 ▷ 【R9_89%】 ▷ 【R10_90%】 ▷ 【Ｒ11_９０%以上】

２ 目 標
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福島市働き方改革定期調査より（令和７年11月実施、非常勤講師を除く全教職員）



「 働き方改革推進パッケージ2.0 」 令和８年４月 福島市教育委員会

３ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容Ⅰ ～「学校と教師の業務の３分類」に基づいた本市の具体的な取組～

（２） 各学校でボトムアップ・ミドルアップ！
（全職員で業務改善案を合意形成するグループ
ワークの日常化、学校評価への項目化、目標管
理への項目化）

（１） 全市でリスタート！さらに加速を！
（各校の働き方改革の見える化、オンライン研修
会による好事例校・モデル校の成果共有、校長
人事評価時の適切な助言）

（３） 学年チーム担任制の施行
（小学校でも学年ブロックや教科担任制を活用

したチーム担任制にチャレンジ）

（４） 時差出勤制度の活用
（遅出早出ができる教職員間の共助体制構築）

（５） 勤務間インターバル１１時間以上
(特に教頭職、開錠施錠を教頭先生一人から分
担制へ、実現するための勤務計画・協力体制の
構築）

＜これまで実施してきた本市の主な取組＞

＜内容(１)・(２)について＞

市教育委員会の支援のもと、各学校で教育職員のミドルアップ、ボト
ムアップによる協議等、合意形成を図るための体制を整備するととも
に、各校で取組を自走できるようにする。

＜内容(３)～(５)について＞

学年チーム担任制や時差出勤、勤務間インターバル１１時間以上等の
取組自体が目的ではなく、それらの取組によって教育効果を上げると
ともに、教育職員の健康を維持確保できるようにする。

福島市働き方改革推進パッケージ（令和６年３月）
☆ 統合型校務支援システムの導入
☆ スクール・サポート・スタッフの全校配置（県）
☆ 長期休業中の学校閉庁日の設定
☆ アプリによる家庭への文書電子化、健康観察
☆ 市独自の生徒支援教員の配置（８校）

福島市働き方改革推進パッケージ１．１（令和７年７月）
☆ １箇月時間外在校等時間45時間以下の教職員
の割合73.9%(R6)→75.3%(R7)

☆ 教職員意識調査「働きがいある」 ８７％(R7)
☆ 学校留守番電話導入１００％達成
☆ 日課表の見直し79%達成

※ 各パッケージの詳細はQRコードから市公式ホームページをご覧ください。



「 働き方改革推進パッケージ2.0 」 令和８年４月 福島市教育委員会

３ 実施する業務量管理・健康確保措置の内容 Ⅱ ～「学校と教師の業務の３分類」に基づいた本市の具体的な取組～

（６） クラウドを活用した校務DX化の推進
（事務分掌等の共同作業・編集による効率化、持
ち帰り０、端末更新によるロケーションフリー）

（７） 部活動指導の負担軽減
（部活動指導員・休日部活動地域展開への参加生
徒数増、大学生による部活動支援等）

（１０） 教育課程の不断の見直しと創造等
（標準時数・余剰０、週時間割の授業数28時間以内
に、行事の精選・子どもを主体とした活動の創造）

※  特に３分類の項目においては、各学校の実態に
  応じて積極的な見直しと取組を推進

（８） 企業や地域等との連携
（民間プール施設等を活用した水泳授業拡充、ス

  ク・サポ等の企業や地域人材の積極活用、学校施
設包括管理）

（９） 日課表の工夫、評価の充実
（子どもや保護者・教職員の声を基にした日課表、
評価2期制・教育相談の充実等）

学校と教師の業務の３分類

＜内容(６)～(８)について＞

校務の効率化、データベース化、生成AIの活用等、これまで
の仕事の仕方を抜本的に見直し、全教育職員で取り組むことが
できるようにする。

市教育委員会の取組もさらに拡充し、学校や地域の声を聞
きながら公助もパワーアップする。

＜内容(９)～(10)について＞

“学校の留守番電話設定100％”等、「福島市公立学校の働き
方改革推進パッケージ」や「同パッケージ１．１」で取り組んでき
た成果を踏まえ、業務改善策で生み出した余白を本丸の授業
改善へつなげることができるようにする。



「 働き方改革推進パッケージ2.0 」 令和８年４月 福島市教育委員会

３ 計画の期間

～令和８年度から令和１１年度の４ヶ年計画とする～

① 各学校は「２ 目標」を自校化し、学校経営運営ビジョン等に明記する。

② ＰＤＣＡサイクルにより単年度、複数年計画で改善、推進を図る。

③ 学校評価や学校運営協議会、学校評議員会を機会に客観的な評価により、年度ごとの反
省、改善を図ることで、保護者や地域の理解を深める。

④ 市全体や各学校の実施状況をＨＰ等で公表し、定例教育委員会や総合教育会議への報告
等で取組の透明性を確保する。

① 校務支援ソフトを活用した正確な時間外在校等時間の把握（打刻と修正）

② 福島市教育委員会主催の働き方改革推進パッケージオンライン研修を年間２回実施（実
践例の共有、グループワーク、働き方改革定期調査の活用等）

③ 国や県との連携による県内、全国自治体との情報共有、民間コンサルタント会社との協
働による、各校への支援や本市への助言をもとにした取組

４ 計画の期間

５ 関連する取組・今後のフォローアップ



「 働き方改革推進パッケージ2.0 」 令和８年４月 福島市教育委員会

市民の皆様へ
福島市公立学校働き方改革ネクストステージへ 【市長・教育長メッセージ】

〜「次世代文教都市」の実現に向けた持続可能な学校づくりへの挑戦〜

福島市は、人づくりを起点に豊かな経済都市を築く「次世代文教都市」の実現を目指しています。これは、「すべて
の子どもたちを笑顔にすることができれば、まちのみんなが笑顔になる」というビジョンです。人づくりの重要な役
割を担う学校は、子どもたちが未来を切り拓く学びの場であると同時に、教職員が心身ともに健康で、やりがいと
情熱を持って子どもたちと向き合える場所でなければなりません。

これまで本市では、令和6年4月に質の高い学びと持続可能な学校の両立を目的とする「働き方改革推進パッ
ケージ」を策定し、市民の皆様のご理解とご協力のもと、校務のICT化や業務の適正化など様々な取組を進めてま
いりました。その結果、教職員の時間外勤務時間の削減や教職員の働きがいの向上といった確かな成果が見え始
めています。

しかし、全国的な教員不足や学校の多忙化は依然として深刻な社会課題です。昨年、国において学校における働
き方改革の更なる加速化等を定めた法改正がなされたことを受け、本市では改革をネクストステージへと進める
「働き方改革推進パッケージ 2.0」を新たに策定いたしました。これは、令和11年度までの4年間で達成を目指す５
つの目標を設定し、働き方改革に責任を持つことを表しています。

６ 福島市公立学校 働き方改革 市長・教育長メッセージ

市と教育委員会、学校が一体となって改革を進める中、各学校では、引き続き業務内容
の精選や効率化、教育活動の見直しなどを行い、市民の皆様に相談させていただくこと
があるかと思います。子どもたちの健やかな成長と輝く笑顔のため、皆様とともに「とも
に前へ」改革の歩みを進めてまいりたいと考えております。特段のご理解とご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

令和8年４月１日
福   島 市  長 馬 場 雄 基
福島市教育委員会教育長 佐 藤 秀 美
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